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議案甲第５号 

 

鳥栖市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要な事

項を定めることにより、行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 条例等 市の条例及び規則等（市長その他の執行機関が定める規則（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第

２項に規定する規程を含む。）及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する企業管理規程をいう。以下同

じ。）並びに佐賀県事務処理の特例に関する条例（平成１２年佐賀県条例第２号）の規定により市が処理することとされた事務の根

拠について規定する佐賀県の条例並びに規則及び教育委員会規則をいう。 

⑵ 市の機関等 次に掲げるものをいう。 

  ア 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関又はこれらに置かれる機関 

  イ アに掲げる機関の職員であって、法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められたもの 

  ウ 市の公の施設を管理する指定管理者（地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。） 

⑶ 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

⑷ 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。 

⑸ 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

⑹ 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。 

⑺ 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が

行う通知（不特定の者に対して行うものを除く。）をいう。 

⑻ 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

⑼ 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。 

⑽ 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 
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（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに

ついては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織（市の機関等の使用に

係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法

により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織

を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番

号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規

定する個人番号カードをいう。第８条において同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるもの

をもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において使用料及び手数料の納付の方法が規定されているものを第１項の電子

情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該使用料及び手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要が

あるものがある場合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当

と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分

につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規定に

より前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されてい

るものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方

法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で

定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定

する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 
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３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の電子情報

処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにす

る措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付

する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又

は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該処分通知等のうち

当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた

処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの（申請等に基づくも

のを除く。）については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されて

いる事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により

書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条

例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみ

なして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の電磁的記録により

行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定める

ものをもって代えることができる。 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定は、適用しない。 

⑴ 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係

る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの 
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⑵ 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する

方法により行うことが規定されているもの（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うこと

が規定されているものを除く。） 

（添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当

該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする

者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものによ

り、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる

場合には、添付を要しない。 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第９条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の

規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するもの

とする。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 

                                       鳥栖市長 橋 本 康 志   

 

 （提案理由） 

 市の条例等に基づき、書面等により行うこととされている行政手続に関し、情報通信技術を利用する方法により行えるようにしたい

ため、この案を提出する。
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議案甲第６号 

 

   鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（令和４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （設置） 

第２条 次に掲げる条例の規定による諮問に応じ審査請求につい

て調査審議するため、鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会（以

下「審査会」という。）を置く。 

 ⑴ 鳥栖市情報公開条例（平成１２年条例第４０号。以下「情

報公開条例」という。）第１４条第１項 

 

 ⑵ 鳥栖市個人情報保護条例（平成１４年条例第２３号。以下

「個人情報保護条例」という。）第２７条第１項 

 

 

 ⑶ 鳥栖市特定個人情報保護条例（令和４年条例第４号。以下

「特定個人情報保護条例」という。）第４１条第１項 

 

２ 略 

 （委員） 

第４条 略 

２～４ 略 

 

 

 （設置） 

第２条 次に掲げる事務を行うため、鳥栖市情報公開・個人情報

保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 

 ⑴ 鳥栖市情報公開条例（平成１２年条例第４０号。以下「情

報公開条例」という。）第１４条第１項の規定による諮問に応

じ審査請求について調査審議すること。 

 ⑵ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「個人情報保護法」という。）第１０５条第３項において

準用する同条第１項の規定による諮問に応じ審査請求につい

て調査審議すること。 

 ⑶ 鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条

例第１５号）第６条の規定による諮問に応じ調査審議するこ

と。 

２ 略 

 （委員） 

第４条 略 

２～４ 略 

５ 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認

めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適し



- 8 - 

 

 

５～７ 略 

 （合議体） 

第６条 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体で、審査

請求に係る事件について調査審議する。 

 

 

 

 （定義） 

第８条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 諮問庁 次に掲げる者をいう。 

  ア 略 

  イ 個人情報保護条例第２７条第１項の規定により審査会に

諮問をした実施機関 

  ウ 特定個人情報保護条例第４１条第１項の規定により審査

会に諮問をした実施機関 

 ⑵ 略 

 ⑶ 保有個人情報 個人情報保護条例第１７条、第２０条の４

又は第２３条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停

止決定等に係る保有個人情報（同条例第２条第４号に規定す

る保有個人情報をいう。）をいう。 

 ⑷ 保有特定個人情報 特定個人情報保護条例第２０条、第２８

条又は第３５条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停

止決定等に係る保有特定個人情報（同条例第２条第５号に規定

する保有特定個人情報をいう。）をいう。 

 （審査会の調査権限） 

ない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがで

きる。 

６～８ 略 

 （合議体） 

第６条 審査会は、その指名する委員３人をもって構成する合議

体で、第２条第 1 項各号に掲げる事務を行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、

委員の全員をもって構成する合議体で、第２条第１項各号に掲

げる事務を行う。 

 （定義） 

第８条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 諮問庁 次に掲げる者をいう。 

  ア 略 

  イ 個人情報保護法第１０５条第３項において準用する同条

第１項の規定により審査会に諮問をした実施機関 

 

 

 ⑵ 略 

 ⑶ 保有個人情報 個人情報保護法第８２条、第９３条又は第

１０１条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決

定等に係る保有個人情報（個人情報保護法第６０条第１項に

規定する保有個人情報をいう。）をいう。 

 

 

 

 

 （審査会の調査権限） 
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第９条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、

公文書又は保有個人情報若しくは保有特定個人情報（以下「保

有個人情報等」という。）の提示を求めることができる。この場

合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書

又は保有個人情報等の開示を求めることができない。 

２ 略 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文

書に記録されている情報又は保有個人情報等に含まれている情

報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料

を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に

係る事件に関し、審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第１３条第４項に規定する参加人をいう。

次条第２項及び第１６条において同じ。）又は諮問庁（以下「審

査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求

めることその他必要な調査をすることができる。 

 （意見の陳述） 

第１０条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、

当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければな

らない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査

会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 

 （意見書等の提出） 

第１１条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提

出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出

すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出し

第９条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、

公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場

合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書

又は保有個人情報の開示を求めることができない。 

 

２ 略 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文

書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報

の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を

作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 
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なければならない。 

 （委員による調査手続） 

第１２条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する

委員に、第９条第１項の規定により提示された公文書若しくは

保有個人情報等を閲覧させ、同条第４項の規定による調査をさ

せ、又は第１０条第１項本文の規定による審査請求人等の意見

の陳述を聴かせることができる。 

 （提出資料の写しの送付等） 

第１３条 審査会は、第９条第３項若しくは第４項又は第１１条

の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見

書又は資料の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。以下この項及び次項において同じ。）にあっては、当該

電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又

は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付する

ものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認

められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでな

い。 

 

 

 

 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書

又は資料の閲覧（電磁的記録にあっては、記録された事項を審

査会が定める方法により表示したものの閲覧）を求めることが

できる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害する

おそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでな 

 

 （委員による調査手続） 

第１０条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する

委員に、前条第１項の規定により提示された公文書若しくは保

有個人情報を閲覧させることができる。 

 

 

 （提出資料の写しの送付等） 

第１１条 審査会は、第９条第３項の規定による資料の提出又は

個人情報保護法第１０６条第２項の規定により読み替えて適用

される行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第

３項において準用する同法第７４条若しくは同項において準用

する同法第７６条の規定による主張書面若しくは資料の提出が

あったときは、これらの資料又は主張書面の写し（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）にあっては、

当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該資料

を提出した審査請求人等（審査請求人、参加人（同法第１３条

第４項に規定する参加人をいう。）又は諮問庁をいう。以下同

じ。）以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三

者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当

な理由があるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 



- 11 - 

ければ、その閲覧を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定に

よる閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意

見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければな

らない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所

を指定することができる。 

第１４条～第１７条 略 

 

２ 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当

該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

 

 

 

第１２条～第１５条 略 

 （罰則） 

第１６条 第４条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、

１年以下の懲役又は５００，０００円以下の罰金に処する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 

                                              鳥栖市長 橋 本 康 志   

 

 （提案理由） 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第７号 

 

鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

（利用定員） 

第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施

設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分

ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第１９条第１

項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満１

歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学校就学

前子どもに区分して定めるものとする。 

⑴ 認定こども園 法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学

前子どもの区分 

⑵ 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもの区分 

⑶ 保育所 法第１９条第１項第２号及び第３号に掲げる小学

校就学前子どもの区分 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下

この項において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保

（利用定員） 

第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施

設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分

ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第１９条第３

号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満１歳に満

たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学校就学前子ど

もに区分して定めるものとする。 

⑴ 認定こども園 法第１９条各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分 

⑵ 幼稚園 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

⑶ 保育所 法第１９条第２号及び第３号に掲げる小学校就学

前子どもの区分 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下

この項において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設
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育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・

保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順

序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教

育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下

この項において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第

１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同項第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第３号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高

いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

４・５ 略 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下

この項において同じ。）は、法第１９条第１項第２号又は第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉

法第２４条第３項（同法第７３条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により市長が行う調整及び要

を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施

設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保

育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法に

より選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下

この項において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える

場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

４・５ 略 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下

この項において同じ。）は、法第１９条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係

る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第

３項（同法第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により市長が行う調整及び要請に対し、できる
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請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求めら

れた場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示

する支給認定証（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交

付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行

規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項の規定によ

る通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第１９条第１項各号に掲げる小学校

就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必

要量等を確かめるものとする。 

（利用者負担額等の受領） 

第１３条 略 

２・３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特

定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次

に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受け

ることができる。 

⑴・⑵ 略 

⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・

保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村

民税所得割合算額がそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未満で

あるものに対する副食の提供 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求めら

れた場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示す

る支給認定証（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を

受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平

成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項の規定による通知）に

よって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ども

の該当する法第１９条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、

教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量等を確かめるものと

する。 

（利用者負担額等の受領） 

第１３条 略 

２・３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特

定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次

に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受け

ることができる。 

⑴・⑵ 略 

⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・

保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村

民税所得割合算額がそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未満で

あるものに対する副食の提供 

(ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 
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(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認

定子どもを除く。イ(ｲ)において同じ。） ５７，７００円（令

第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、７７，１０１円） 

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修

了前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支

援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍する子

どもをいう。以下このイにおいて同じ。）が同一の世帯に

３人以上いる場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める者に該当す

るものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準

子ども又は小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準

子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

ウ 略 

⑷・⑸ 略 

５・６ 略 

（特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分

に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就

学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

(ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。イ(ｲ)において同じ。） ５７，７００円（令

第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、７７，１０１円） 

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修

了前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支

援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍する子

どもをいう。以下このイにおいて同じ。）が同一の世帯に

３人以上いる場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める者に該当す

るものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

(ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども

又は小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及

び２番目の年長者である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども

（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除

く。）である者 

ウ 略 

⑷・⑸ 略 

５・６ 略 

（特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分

に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就

学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を
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適切に行わなければならない。 

⑴・⑵ 略 

⑶ 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第２５条の規定により文部科学大臣が定める幼稚園

の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

⑷ 略 

２ 略 

（運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」と

いう。）を定めておかなければならない。 

⑴～⑶ 略 

⑷ 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めて

いる施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。）

及び時間並びに提供を行わない日 

⑸～⑾ 略 

（特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条にお

いて同じ。）が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保

育を提供する場合には、法第３４条第１項第３号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提

供する場合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項

適切に行わなければならない。 

⑴・⑵ 略 

⑶ 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第２５条第１項の規定により文部科学大臣が定める

幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

⑷ 略 

２ 略 

（運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」と

いう。）を定めておかなければならない。 

⑴～⑶ 略 

⑷ 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施

設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。）及

び時間並びに提供を行わない日 

⑸～⑾ 略 

（特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条にお

いて同じ。）が法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提

供する場合には、法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提

供する場合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第２号
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第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定めら

れた法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 略 

（特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条にお

いて同じ。）が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用

教育を提供する場合には、法第３４条第１項第２号に規定する

基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提

供する場合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定めら

れた法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を

提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設

型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込みに係

る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあ

るのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法

第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の

数を超えないものとする。 

３ 略 

（特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条にお

いて同じ。）が法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を

提供する場合には、法第３４条第１項第２号に規定する基準を

遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提

供する場合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第１号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の

数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を

提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設

型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込みに係

る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「利用の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教
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に該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同項第１

号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員」とあるのは「同項第１号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中「法

第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を除く。）」とする。 

（利用定員） 

第３７条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特

定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所

（以下「特定地域型保育事業所」という。）ごとに、法第１９

条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準第４２条の規定を踏まえ、その

雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため

当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る

当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団

体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇

用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等

（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合

等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号

育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条第１号又は第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中「法第２７条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号

の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含

む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を

除く。）」とする。 

（利用定員） 

第３７条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特

定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所

（以下「特定地域型保育事業所」という。）ごとに、法第１９

条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（事業所

内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準第４２条の規定を踏まえ、その雇用する

労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業

所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学

校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係る

ものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福

祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等をい

う。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規
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ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校

就学前子どもとする。）及びその他の小学校就学前子どもごと

に定める法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前

子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるも

のとする。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第

１項第３号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事

業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３

歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）の

総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合において

は、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満

３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考する

ものとする。 

３・４ 略 

（特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

に対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第

１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければな

らない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第

定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前

子どもとする。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定め

る法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１

歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第

３号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を

現に利用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）の総数が、

当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

 

３・４ 略 

（特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特別利用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第
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１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用

している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用

地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）

の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の

数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域

型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項にお

いて同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第４０条第

２項を除き、前条において準用する第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及

び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同

じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第２項

中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学

校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満

保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章において同じ。）」とあるのは「同号又は同項第３号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第

１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げる小学

１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、

第３７条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えな

いものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域

型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項にお

いて同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第４０条第

２項を除き、前条において準用する第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及

び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同

じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第２項

中「利用の申込みに係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学

前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１号

に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章におい

て同じ。）」とあるのは「同号又は同条第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条

第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども」と
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校就学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校就学

前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条第１

項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」

と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」

と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第

１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する

費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とす

る。 

（特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

に対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第

１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければな

らない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第 

あるのは「同条第３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未

満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型

保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付

認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第

２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中

「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又は

イに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前

各項」とあるのは「前３項」とする。 

 

（特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特定利用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第 
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１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用

している同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地

域型保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の

対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、

第３７条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えな

いものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域

型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合にお

いて、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象

となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

と、「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法

第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用

及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

もに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」とする。 

１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第３７条第２

項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとす

る。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域

型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合にお

いて、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象

となる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

に限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、

「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０

条第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第

２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用

及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

もに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」とする。 
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附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  上記の議案を提出する。 

    令和５年３月１日 

鳥栖市長  橋  本  康  志   

 

  （提案理由） 

  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。
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議案甲第８号 

 

   鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （一般原則） 

第６条 略 

 （連携施設の確保） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次

条第１項、第１５条第１項から第３項まで、第１６条第１項、

第２項及び第５項、第１７条並びに第１８条において同じ。）は、

利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的

保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に

対して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）

第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教

育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供され

るよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園

又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保し

なければならない。 

 

 ⑴～⑶ 略 

（非常災害対策） 

第８条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常

口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に

対する具体的計画を立て、不断の注意を払い、及び訓練を行う

 （家庭的保育事業者等の一般原則） 

第６条 略 

 （連携施設の確保） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次

条第１項、第８条の３第２項、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条並びに第１８条第

１項から第３項まで並びに附則第３条において同じ。）は、利用

乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育

事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対し

て必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６

条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育を

いう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は

認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなけ

ればならない。 

 ⑴～⑶ 略 

（家庭的保育事業者等と非常災害） 

第８条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常

口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に

対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をす
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ように努めなければならない。 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るように努めなければならない。 

２ 略 

 （安全計画の策定等） 

第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を

図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所

等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外で

の活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の

日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計

画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該

安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知

するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保

護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づ

く取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、

必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での

活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために

自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、

点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる

方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動

車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方

に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利
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（職員の要件） 

第９条 略 

（職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、職員の資質の向上のために研修の機

会を確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準） 

第１１条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて

設置するときは、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及

び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び

職員に兼ねさせることができる。ただし、保育室及び各事業所

に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員につ

いては、この限りでない。 

 （利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第１２条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社

会的身分又は家庭的保育事業等の利用に要する費用を負担する

か否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

（衛生管理等） 

第１５条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、当該家庭的保育事業所等において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

 

用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのお

それが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行すると

きは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落と

しを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確

認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

 （家庭的保育事業者等の職員の一般的要件） 

第９条 略 

（家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のため

の研修の機会を確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準） 

第１１条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて

設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要

に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて

設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねさせること

ができる。 

 

 （利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第１２条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社

会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差

別的取扱いをしてはならない。 

（衛生管理等） 

第１５条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す 
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３ 家庭的保育事業者等は、当該家庭的保育事業所等に必要な医

薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に

行わなければならない。 

４ 略 

５ 居宅訪問型保育事業者は、当該居宅訪問型保育事業を行う場

所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければなら

ない。 

 （食事の提供の特例） 

第１７条 前条第１項の規定にかかわらず、家庭的保育事業者等

が次に掲げる要件を満たす場合は、当該家庭的保育事業者等の

利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設

（以下「搬入施設」という。）において調理し、家庭的保育事業

所等に搬入する方法により行うことができる。この場合におい

て、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該

方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において

行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有す

る設備を備えなければならない。 

 ⑴～⑸ 略 

２ 略 

 （運営規程） 

第１９条 略 

るよう努めなければならない。 

３ 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備

えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。 

 

４ 略 

５ 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び

備品について、衛生的な管理に努めなければならない。 

 

 （食事の提供の特例） 

第１７条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等

は、前条第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等

の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施

設（以下「搬入施設」という。）において調理し、家庭的保育事

業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合にお

いて、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当

該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等におい

て行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有

する設備を備えなければならない。 

 ⑴～⑸ 略 

２ 略 

 （家庭的保育事業所等内部の規程） 

第１９条 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第８条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的

に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下この項に

おいて「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当
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該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的

保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 

鳥栖市長 橋 本 康 志   

 

 （提案理由） 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第９号 

 

   鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和５８年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号の定めるところによる。 

⑴ 略 

⑵ 重度知的障害者 知的障害の程度が標準化された知能検査

によって測定された知能指数の３５以下の者をいう。 

 

⑶～⑸ 略 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号の定めるところによる。 

⑴ 略 

⑵ 重度知的障害者 児童相談所又は知的障害者更生相談所が

交付する療育手帳の障害の程度の欄に記載される障害の程度

が重度に区分される者をいう。 

⑶～⑸ 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定にかかわらず、この条例の施

行の日の前日において、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の３５以下の者（受給資格の登録を受

けている者に限る。）であって、改正後の条例第２条第２号に規定する重度知的障害者に該当しないもの（以下「特例対象者」という。）

については、この条例の施行の日以後も、医療費の助成の対象とする。ただし、同日以後に受給資格を喪失した者を除く。 

３ この条例の施行の日以後、本市に住所を有することとなった者のうち、特例対象者と認められる者については、受給対象者とみな

すことができる。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 
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                                       鳥栖市長 橋 本 康 志   

 

 （提案理由） 

 重度心身障害者の医療費の助成について改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第１０号 

 

鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

鳥栖市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

（出産育児一時金） 

第４条の２ 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する

世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として４０８，０００円

を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅

令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要があると認める

ときは、３０，０００円を超えない範囲内において規則で定め

る額を加算する。 

２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第８条の２ 第７条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について２２，８００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額） 

第８条の３ 第７条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特

（出産育児一時金） 

第４条の２ 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する

世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として４８８，０００円

を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅

令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要があると認める

ときは、３０，０００円を超えない範囲内において規則で定め

る額を加算する。 

２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第８条の２ 第７条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について２４，８００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額） 

第８条の３ 第７条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特
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定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）以

外の世帯 ３１，５００円 

⑵ 特定世帯 １５，７５０円 

⑶ 特定継続世帯 ２３，６２５円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第９条 第７条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等

に１００分の２．６８を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の２ 第７条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について７，６００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の３ 第７条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９，４００円 

⑵ 特定世帯 ４，７００円 

⑶ 特定継続世帯 ７，０５０円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第７条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．４を乗じて

定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）以

外の世帯 ２９，９００円 

⑵ 特定世帯 １４，９５０円 

⑶ 特定継続世帯 ２２，４２５円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第９条 第７条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等

に１００分の２．７９を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の２ 第７条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について８，８００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の３ 第７条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９，７００円 

⑵ 特定世帯 ４，８５０円 

⑶ 特定継続世帯 ７，２７５円 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第７条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．３５を乗じ
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算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条の２ 第７条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金

課税被保険者１人について１０，３００円とする。 

（国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第７条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

２００，０００円を超える場合には、２００，０００円）並び

に同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を

超える場合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数

及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００

て算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条の２ 第７条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金

課税被保険者１人について１０，６００円とする。 

（国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第７条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，０００

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

２００，０００円を超える場合には、２００，０００円）並び

に同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を

超える場合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数

及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００



- 34 - 

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場

合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について １５，９６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２２，０５０円 

(ｲ) 特定世帯 １１，０２５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １６，５３８円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について ５，３２０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，５８０円 

(ｲ) 特定世帯 ３，２９０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ４，９３５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ７，２１０円 

カ 略 

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の

場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について １７，３６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２０，９３０円 

(ｲ) 特定世帯 １０，４６５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １５，６９８円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について ６，１６０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，７９０円 

(ｲ) 特定世帯 ３，３９５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ５，０９３円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ７，４２０円 

カ 略 

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所
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得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該

当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について １１，４００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １５，７５０円 

(ｲ) 特定世帯 ７，８７５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １１，８１３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ３，８００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，７００円 

(ｲ) 特定世帯 ２，３５０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，５２５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，１５０円 

カ 略 

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該

当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について １２，４００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，９５０円 

(ｲ) 特定世帯 ７，４７５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １１，２１３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ４，４００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，８５０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，４２５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，６３８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，３００円 

カ 略 
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⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２０，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ４，５６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，３００円 

(ｲ) 特定世帯 ３，１５０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ４，７２５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について １，５２０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，８８０円 

(ｲ) 特定世帯 ９４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １，４１０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，０６０円 

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２０，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ４，９６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，９８０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，９９０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ４，４８５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について １，７６０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，９４０円 

(ｲ) 特定世帯 ９７０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １，４５５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，１２０円 
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カ 略 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被

保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき

算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，４２０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，７００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，１２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，４００円 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，１４０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，９００円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，０４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３，８００円 

カ 略 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被

保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき

算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，７２０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，２００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，９２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １２，４００円 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，３２０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，２００円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，５２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，４００円 

附 則 

  （施行期日） 

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  （適用区分） 

２  次項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市国民健康保険条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和５年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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３  新条例第４条の２第１項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例によ

る。 

 

  上記の議案を提出する。 

    令和５年３月１日 

鳥栖市長  橋  本  康  志   

 

  （提案理由） 

  国民健康保険税の税率等を改定したいため、この案を提出する。 
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議案甲第１１号 

 

鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部を改正する条例 

 

鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成６年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。

以下「法」という。）第１６条第２項の規定に基づき、地区計画

等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等の原案」とい

う。）の提示方法及び意見の提出方法を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。

以下「法」という。）第１６条第２項及び第３項の規定に基づき、

地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等の原

案」という。）の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等

に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の

申出方法に関し必要な事項を定めるものとする。 

（地区計画等に関する申出方法） 

第４条 法第１６条第３項に規定する者は、１人で、又は数人共

同して、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は

地区計画等の原案について、規則で定めるところにより、市長

に申し出ることができる。ただし、第２条に規定する公告後は、

同条に規定する縦覧に供された地区計画の原案に係る区域が含

まれる地区計画の原案を申し出ることはできない。 

２ 前項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる要件

を満たさなければならない。 

 ⑴ 当該地区計画等に係る区域（国又は地方公共団体の所有し

ている土地で、公共施設の用に供されているものを除く。以

下同じ。）について、当該区域内の土地の所有者その他都市計

画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第１０条の４に規

定する利害関係を有する者の３分の２以上の同意、かつ、こ 
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（委任） 

第４条 略 

れらの者のうちの所有権を有する者及び建物の所有を目的と

する対抗要件を備えた地上権又は賃借権（臨時設備その他一

時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借

地権」という。）を有する者の３分の２以上の同意を得ている

こと。 

⑵ 前号の規定により同意した者が所有する当該区域内の土地

の地積及び同意した者が有する借地権の目的となっている当

該区域内の土地の地積の合計が、当該区域内の土地の総地積

及び借地権の目的となっている土地の総地積の合計の３分の

２以上となること。 

（申出に対する措置の決定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申出があったときは、

鳥栖市都市計画審議会の意見を聴き、当該申出に対する措置を

決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により申出に対する措置を決定したとき

は、その旨を遅滞なく当該申出をした者に通知しなければなら

ない。 

（委任） 

第６条 略 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 

鳥栖市長 橋 本 康 志   

 

 （提案理由） 

 住民又は利害関係人からの地区計画等に関する申出方法及び当該申出に対する措置の決定の手続を定めたいため、この案を提出する。
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議案甲第１２号 

 

   鳥栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （安全計画の策定等） 

第７条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保

を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児

童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する

事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所

での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の

研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に

関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画につい

て周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業社は、利用者の安全の確保に関して

保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基

づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを

行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外で 
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（衛生管理等） 

第１４条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 

３ 放課後児童健全育成事業所には、放課後児童健全育成事業に

必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理

を適正に行わなければならない。 

の活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自

動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼そ

の他の利用者の所在を確実に把握することができる方法によ

り、利用者の所在を確認しなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第１３条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育

成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第１４条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定

期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療

品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければなら

ない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第７条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなけれ

ば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同

条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 

鳥栖市長 橋 本 康 志   

 

 （提案理由） 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第１３号 

 

工事請負契約の変更について 

 

令和４年６月市議会定例会において議決された議案甲第１９号「工事請負契約の締結について」（令和４年１０月市議会臨時会におい

て議決を得て一部変更（議案甲３１号））の一部を下記のとおり変更したいので、鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第２条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

記 

 

２ 契約の金額中「３２２，５５５，２００円」を「３２０，８２２，７００円」に変更する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 

                                              鳥栖市長 橋 本 康 志   
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議案甲第１４号 

 

   財産（土地）の取得について 

 

 下記の土地を次期ごみ処理施設整備事業に係る事業用地として取得することについて、鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 物件の表示  鳥栖市立石町字山田１６５５番３６ほか５筆 

         土地 １４，７４７平方メートル 

２ 取 得 価 格  ２５，０６９，９００円 

３ 所 有 者  鳥栖市立石町１７８６番地１ 

         立石町区 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月１日 

                                              鳥栖市長 橋 本 康 志 


